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林裕之の執行部を�
よろしくお願いします。
令和３年度 法友倶楽部幹事長　林　 裕 之（53期）

法友倶楽部の皆さま、おはよう
ございます、令和３年度幹事長の
林裕之です。
一昨年度末より続くコロナ禍、
団結して乗り越えなければならな
い苦難とはいえ、気持ちの晴れ晴
れしない状況が続いておりますね。今年度は、コロナ
禍を言い訳にすることなく、できる限り積極的に活動
し、皆さまに気持ちのよい波風を立てたいと思ってい
ます。
さて、幹事長就任、今年度常任幹事の始動から３か
月が経とうとしていますが（執筆時）、誠に残念なが
ら、親睦行事が全く実現できていません。他方で、幹
事会、常幹会等については、前年度に一定のノウハウ
ができていますので（前年度常任幹事の皆さま、あり
がとうございます）、今のところ大過なく運営できて
いると思います（不慣れな点、ご容赦ください）。ま
た、今年度は、春の定時総会を、会館とWEBを併用
したハイブリッドで行い、推せん委員の選任について
WEB投票を導入しました。初めての試みで、ご不便
をおかけしたかと思いますが、無事に終えることがで
きました。ありがとうございました。
今後もWEBを利用した多数の方への迅速な情報伝
達を継続しつつ、これまでの諸先輩方が培ってきた法
友倶楽部ならではの生身の交流を、少しでも復活し深
めていきたいと考えていますので、ご指導・ご鞭撻の
ほど、よろしくお願いします。

田中執行部をよろしくお願いします。

令和３年度 大阪弁護士会副会長　中嶋　勝規（54期）

法友倶楽部の皆様、いかがお過
ごしでしょうか。本年度副会長の
中嶋です。４月１日に副会長に就
任し、３ヶ月（４半期）が過ぎよ
うとしています（執筆時点）。
大橋前幹事長に倣い、定期的に
会派のMLへの情報発信をするように心がけています
が、見て頂いているでしょうか。時々レスを頂いてお
り、関心を持って頂けていると感じると継続のモチベ
ーションになります。
さて、私の主担当の委員会等は大弁で10、近弁連で
５あり、委員会には複数のPTもぶら下がっています。
中には馴染みの委員会もありますが、大半が落下傘で
す。委員会の前に予習をして何とか正副、全体委員会
での議論についていけるようにと必死です。また、委
員会等で生じる課題を毎週の副会長会、正副会長会で
議論すべきものかの選別も必要です。副会長会、正副
会長会での議論では、時間をかけて議論を行う中で新
たな気づきが沢山あり、貴重な経験を積ませてもらっ
ています。日常業務では、日々多数の決裁書類を押印
していますが、時折立ち止まってルール自体の確認も
しています。
思っていた以上にやることが次から次へと湧いてき
ますが、本年度の会務執行方針の達成が最も重要課題で
す。日々の業務に追われながらも、時々立ち止まって考
える時間が必要ですね。週末にしか余裕はないですが。
お気づきの点があれば、引き続きご助言を賜れれば幸い
です。役員室への差し入れもお待ちしております（笑）。
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大阪弁護士会 委員長等挨拶

常議員会副議長

川本真聖（55期）

皆様こんに

ちは。55期川
かわ

本
もと

真
なお

聖
まさ

です。

常議員会は、

約２週間に１

度開催され、「本会の規則を制定

し、又は改廃すること」その他、

重要な事項を審議します（大阪弁

護士会会則57条）。常議員の定数

は、60人です（同56条２項）。常

議員会では、多くの会員が、真面

目に一生懸命に、会務のことを議

論しています。議長である丹羽雅

雄先生をサポートし、会議の円滑

な運営に死力を尽くしています

（今のところ、「議長マイク切れて

ます！」と言ったりするくらいで

す）。

常議員は若手会員も多数おられ

ます。私は、常議員２度目ですが、

常議員を一度やると弁護士会の会

務の流れが本当によく分かりま

す。委員会活動や本業を行う上で

も大いにプラスです。未経験の若

手の先生方は、是非、積極的に常

議員に立候補いただければ！と思

っています。どうぞよろしくお願

いいたします！

綱紀委員会

委員長　大原　明（40期）

綱紀委員会

委員長の大原

明（40期）です。

綱紀委員会は、

委員数106名、

うち外部委員６名で構成されま

す。２部会制をとり、原則として

２名の主査委員を任命して事件の

調査、議決書の起案をしてもらい

各部会で審議・議決をしていま

す。令和２年は、いわゆる大量懲

戒請求事案を除いた前年からの引

継案件が301件、新受件数219件、

前記同じく除いた議決件数290件、

翌年繰越件数230件でした。議決

件数290件の内訳は、懲戒委員会

に事案の審査を求めるが26件、求

めないが260件、資格喪失・死亡

による終了が４件です。近年、新

受件数は増加傾向にありました

が、令和２年は減少に転じ、コロ

ナ禍にあっても委員会の処理（議

決）件数は例年より増加して、翌

年繰越件数は少々落ち着きを見せ

ています。事件処理の滞留をなく

して迅速処理が求められていま

す。

刑事法制委員会

委員長　宮﨑誠司（47期）

昨年に引き

続き委員長を

務めることに

なりました。

何分にも、刑

事弁護活動に関して語るキャリア

がありません。裁判員裁判が始ま

るまで刑事弁護活動に関わってい

ましたが、裁判員裁判は無理だな

と腰を引き、それ以降、刑事告訴

等を除いて刑事弁護活動には関わ

っておりません。ただ、関心だけ

は残しておいたことがこの委員会

に接点を持ち続けることになった

所以です。

法務省では性犯罪規定の改正に

向けて急ピッチで進むことが確実

ですので、これに並走するように

対応していくことを予定していま

す。新聞でも性犯罪にかかる連載

記事が増えています。社会的・歴

史的な背景を控えた根深い問題で

す。厳罰化へ傾く中においても、

刑事法原則・刑事手続の適正とい

う観点を忘れないように議論して

いくことが望まれます。皆さん、

一緒に関心を持って議論しません

か。
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子どもの権利委員会

委員長　浜田真樹（55期）

委員長を拝

命しました浜

田真樹です。

藤野睦子筆頭

副委員長とと

もに、法友コンビで１年間務めて

まいります。

当委員会は子どもに関するあら

ゆる問題を取り扱うことから、活

動領域がとても広いことが特徴で

す。最近でも、成年年齢引下げや

少年法改正などの重要課題がある

ほか、コロナ禍で、学習権をはじ

めとして子どもの生活全般にも大

きな影響が出ていることも見過ご

せません。大人も息苦しさや辛さ

が増す日々ですが、子どもたちは

そういう大人からの影響を最も強

く受けてしまう存在です。私たち

は、そういった子どもたちの辛さ

を見過ごすことのないよう、幅広

い分野で活動していきたいと考え

ています。

若い年次の委員が多く活躍して

くれている、活気あふれる委員会

です。法友のみなさまもぜひご参

加ください！

犯罪被害者支援委員会

委員長　平瀬義嗣（63期）

本年度、犯

罪被害者支援

委員会の委員

長に就任しま

した平瀬義嗣

です。

当委員会では、より早期から充

実した犯罪被害者支援を行うべ

く、検察庁及び大阪府警と提携し

て法律相談へ繋げています。大阪

市とも契約を締結し、同じく法律

相談を実施しております。

また、本原稿執筆時点で委員長

に就任して約３ヶ月が経過しまし

たが、この間、犯罪被害者支援を

行う医師や社会福祉士をお招きし

て勉強会を開きました。今後は、

医療分野の専門家とも協力して支

援業務を行いたいと考えていま

す。

会員に対しては、質の高い研修

を実施して、犯罪被害者支援業務

に対するスキルを身につけていた

だくと同時に、困難事件について

は委員会としてバックアップする

態勢もできています。

法友倶楽部の先生方のご支援、

ご協力をよろしくお願いします。

民事司法改革検討・実
現プロジェクトチーム

座長　福原哲晃（29期）

民事裁判手

続の I T化に

向けた取組み

が本格化しつ

つあり当PT

は、「民事裁判手続 I T化検討部

会」を中心として意見書の作成、

大阪地裁との実務協議等 I T化に

向けた取組みを精力的に行ってい

ます。

民事裁判の I T化は、ｅ提出

（訴状・準備書面等のオンライン

提出）、ｅ事件管理（事件情報・

事件記録のデータベース化）、ｅ

法廷（Web会議等で実施）の「３

つのｅ」を目指すもので、ご承知

のとおり、既に昨年から、全地裁

本庁でWeb会議による準備手続

等が開始され、本年度は全ての地

裁支部に拡大される予定です。

そして、 I T化は、家事・保全

・執行・倒産手続等にも拡大さ

れ、さらに、捜査・公判等刑事手

続のオンライン化、証拠書類の電

子データ化に向けての検討も始ま

りました。法友倶楽部の皆さんに

は、事務所の体制を含め、くれぐ

れも準備怠りないようお願いいた

します。
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法友倶楽部 委員長等挨拶

外国人に関する法的サ
ービス検討推進プロジ
ェクトチーム

座長　大橋さゆり（51期）

外国人に関

する法的サー

ビスのあり方

を検討し推進

するために必

要な活動を行うことを目的とし

て、2020年３月12日から2023年３

月31日までの期限付きで設置され

た組織で、座長をしています。外

国人に関わる各委員会（人権、国

際、刑事弁護、子ども、労働問題、

相談センター運営、ADR推進、

法テラス対応）推薦及び会長委嘱

により、委員数31名です。

春季総会でもご案内の機会をい

ただきましたが、「外国人」は日

本で「人権享有主体性」が論点と

なるほどに人権が守られていませ

ん。

せめて弁護士会では「外国人事

案」⇒よくわからない、面倒だ、

ということにならないよう、情報

を集中させ、会員に提供できるよ

うにと考えています。

当会HP内に「外国人のみなさ

まへ」ページを設け、当会の「無

料通訳付き外国人法律相談」も宣

伝していきます。

企画委員会

委員長　宮﨑誠司（47期）

当委員会は、

中嶋副会長お

よび林幹事長

から会派内外

の課題にかか

る意見を問われること想定し、し

っかりと受け止めてあげなければ

なりません。また、一会員・一委

員からの個別の重要な問題提起が

あれば、常任幹事とともに情報共

有し、企画を立てることなども念

頭に置きます。

年度後半期に入りますと、次年

度大阪弁護士会副会長予定者を中

心にして当倶楽部が提言する政策

課題の検討、とりまとめをしてい

きます。

皆様におかれましても、折に触

れて弁護士会・会派の運営、会員

の業務にまつわる諸処の不備・不

具合等について素朴な問題意識で

構いませんので、持ち続けてくだ

さい。

まずは中嶋副会長・林幹事長を

支えるとともに、会派の会務の活

性化に資するよう頑張りますの

で、委員の皆さま、この１年ご協

力よろしくお願いします。

広報委員会

委員長　山田敬子（56期）

本年度、広

報委員会の委

員長を仰せつ

かりました、

56期の山田敬

子と申します。歴代の広報委員会

委員長の錚々たるお顔触れに比し

て、極めて若輩であることは重々

承知しておりますが、満村前委員

長のご指名でもありますので、誠

心誠意務めさせて頂きます。

昨年度に引き続き、コロナ禍の

終息が見えず、行事ごともままな

らない状況ではありますが、執行

部のお考え、Web利用など工夫

しながら実施した各行事のご案内

など、迅速性と一読性を重視した

「かわらばん」と、読み応えのあ

る「通常版」とを併用しながら、

有効かつ楽しい広報をお届けした

いと考えております。また本年度

は、法友倶楽部ホームページの開

設も予定しております。会報誌・

ホームページに拘わらず、ご意見

や企画等ございましたら、忌憚な

くお寄せ頂ければ幸いです。１年

間、宜しくお願い申し上げます。
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法友倶楽部 委員長等挨拶

親睦委員会

委員長　山岡直人（60期）

本年度の親

睦委員長を務

めさせていた

だくことにな

りました60期

の山岡直人です。HGCを除く会

派活動に皆目参加してこなかった

私に何故という想いが未だぬぐい

切れませんが、林幹事長及び中嶋

副会長を支え、会派の活性化の一

翼を担えればと考えております。

何より、あの頃は大変だったよ

ねと歴史的にも語られるであろう

このコロナ禍において、すでに親

睦行事の企画作業は困難を極めて

おります。ただ、その中でHGC

を中心に、事務局やご家族の皆様

も含め、多くの方に気軽に参加し

ていただける企画を何とか絞りだ

して行きたいと考えておりますの

で、至らぬ点も多いとは思います

が、多数の方のご参加をお待ちし

ております。

私自身も多くの方とお話しし親

睦を深めたいという気持ちが一杯

です。どうぞ一年間よろしくお願

いいたします。

法曹交流委員会・�
研修委員会

委員長　山崎道雄（60期）

１　法曹交流

委員会と研修

委員会の２つ

の委員会を兼

任で委員長を

させていただくこととなりました。

法曹交流委員会は、若手会員の

サポート、司法修習生や他士業と

の交流企画等を担当し、研修委員

会は、会内研修を担当しておりま

すが、両委員会の活動には、相互

に共通・関連する部分もあります。

せっかく兼任を拝命しましたの

で、それぞれの委員会において、

良い部分を抽出し、相互に活用し

ていくことで、会員にとって、一

層意義のある委員会にしたいと思

っています。

２　今年度、法曹交流委員会では、

法友OJT制度及び若手会員サポー

ト制度を運用致します。

法友OJT制度は、法友倶楽部内

でチューターと受講者をマッチン

グし、会内で弁護士業務のOJTを

実現しようという試みです。ま

た、若手会員サポート制度では、

サポーターの親会弁護士が若手か

らの質問や共同受任の要請に対応

する制度です。

いずれも、特にジュニア部の皆

様を中心に、積極的にご活用いた

だきたく、何卒、宜しくお願い致

します。

３　また、研修委員会では、年に

２回程度を目標として、研修企画

を準備しています。

法友の研修は、会員間の交流を

深める重要な機会です。また、弁

護士会の研修では聞けないような

魅力ある内容とし、会員の皆様に

とって役に立つものとしたいで

す。第１回目は、特定の専門分野

をテーマとし、講師の先生に、体

験談も織り交ぜながら、実体法の

基礎知識や初動の重要点を中心に

講演いただくことを検討しており

ます。

企画の詳細は、追って、ML等

を通じてご連絡しますので、積極

的にご参加いただきますようお願

い致します。

４　両委員会の活動方針は、概要

以上のとおりです。法友倶楽部の

ますますの発展のため、精一杯頑

張りますので、引き続き、ご指導

ご鞭撻のほど、よろしくお願い致

します。
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籔根　森先生、１年間、副会長と

して会務に取り組んで頂き、本

当にお疲れさまでした。昨年は

コロナ禍に対応するために、弁

護士会でも様々な施策がとられ

ていました。森先生が副会長と

して対応に当たられたご経験を

もとに、今後の弁護士会の運営

のあり方についてお話頂けない

でしょうか。

森　まず、コロナに対する直接の

対応として、面談による法律相

談を減らすなど、会館に人が来

ることを減らすための施策をと

りました。ただ、今後、ワクチ

ンの効果が上がれば、会館に人

が来ることを減らすためだけの

施策を続ける必要はなくなりま

す。

田中　それでは、弁護士会の運営

は、コロナが流行する前の状態

に完全に戻るのでしょうか？

森　何もかも完全に元に戻る訳で

はないと思います。弁護士会で

は、もっと前から運用を変えて

も良かったのに、何となく昔の

やり方のままになっていたこと

が多々ありました。しかし、昨

年、コロナの流行を受けて、短

期間で大きく運用を変えたこと

がたくさんあります。その結

果、コロナ対策にとどまらない

良い結果が出ています。そのよ

うな分野では、コロナが収束し

ても、元に戻さず、むしろ変化

をもっと進めていくべきではな

いでしょうか。

田中　コロナの収束後も変化を進

めていくべき分野として、どの

ようなものが考えられますか。

森　例えば、法律相談のウェブ化

が考えられます。当初はコロナ

対策のために面談の機会を減ら

さないといけないということで

検討を始めましたが、今は多く

の人がスマートフォンやパソコ

ンを持っているので、市民が弁

護士に相談できる機会を広げる

ためにも実現に向けて進めてい

くべきだと思います。コロナ対

策のために、弁護士会の通信環

境が増強されていますので、実

現のための環境も整っていま

す。実現に向けてのポイント

は、有料相談の場合の相談料の

受領方法でしょうね。

ジュニア部

代表幹事　門林俊夫（65期）

令和３年度

の法友倶楽部

ジュニア部代

表幹事の門林

俊夫です。

本年度もコロナ禍の影響を受け

て、ジュニア部の活動もオンライ

ン中心となっています。そのた

め、従前と同じような活動はでき

ていませんが、昨今はオンライン

で楽しめるツールがいくつも開発

されており、直近のトークテーマ

アプリを使った企画はなかなか好

評だったのではないかと思いま

す。

例会はいわゆるオンライン飲み

会のような雰囲気で、ざっくばら

んに会話を楽しんでいます。本年

度の例会にまだ参加されていない

先生方（特に60期代後半～70期代

の期の若い先生方！）におかれま

しては、是非一度ご参加いただけ

ればと思います。

今後の予定は、副会長候補の先

生からお話を聞く会、VRゲーム、

ボイストレーニングなどを検討し

ており、徐々にリアル開催も実施

していきたいと考えています。

森直也前副会長緊急座談会

コロナ禍を踏まえた
今後の弁護士会のあり方について
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　　もう一つは、弁護士会職員の

テレワークです。コロナ対策の

ために職員のテレワークを始め

ました。職員の中には、育児や

介護のために在宅勤務のニーズ

が以前からあったと思います。

しかし、これまでは在宅勤務の

制度がありませんでした。コロ

ナに迫られて、テレワークの制

度を作りましたが、業務に支障

はなかったと思います。弁護士

会だけでなく、大きな会社で

も、在宅で仕事ができると多く

の人が気付いてしまった以上、

コロナが収束したからと言って

後戻りすることはできないでし

ょう。弁護士会の場合、業務の

内容上、どうしてもテレワーク

ができない部署もあるので、職

員間の衡平の観点を忘れてはい

けませんが、テレワークの制度

は引き続き運用していくことを

検討するべきだと思います。

田中　コロナ対策によって目的外

の良い効果が生まれた事例とし

てどのような分野がありますか。

森　これまで委員会は、会館で開

催していました。しかし、コロ

ナ対策のために、ウェブで委員

会を開催するように一気に変わ

りました。その結果、委員会の

出席率は顕著に上がりました。

委員にとって、委員会に出席し

やすくなる効果があることを考

えると、コロナが収束したから

と言って、全部リアルの会議に

戻すべきではないと思います。

もちろん、リアルで直接会って

議論しなければならない問題も

あります。コロナが収束した後

は、リアル会議とウェブ会議の

それぞれの長所をバランス良く

活かしていくべきでしょう。さ

らに進めていくと、総会など

も、ウェブ会議を活用すること

で活性化することができるかも

しれません。

田中　他に、副会長のお仕事の関

係で大変だったことや変えてい

くべきだと思われることはあり

ますか。

森　副会長の日々の業務で一番大

変なのは決裁です。弁護士会の

ありとあらゆる決めごとに、お

びただしい決裁印を押さないと

いけません。副会長の机には、

決裁が必要な書類を入れる木箱

があります。１日、２日ほど、

会館の役員室に行かないことが

あると、未裁の書類が大量に溜

まって大変なことになります。

副会長の決裁が遅れると委員会

や職員が困るので、弁護士会の

動きを止めないために、副会長

は会館に詰めている必要があり

ました。今年度からは、決裁を

電子化するシステムが導入され

るので、かなり業務効率が上が

ると思います。

籔根　最後に、昨年１年間を振り

返って一言頂けないでしょうか。

森　昨年度は、コロナをきっかけ

に多くのことを変えました。コ

ロナが収束した時に、変化によ

ってもたらされた成果をしっか

りと検証するべきです。全てを

一時的な対応とするのではな

く、良い成果が生まれたことは

継続するべきですし、さらに進

めていくべきです。私たちが取

り組んだことが、弁護士会の運

営をよりよくするための基礎に

なれば、頑張った甲斐があった

と思います。

森前副会長（右）と田中会員（左）。オンラインで座談会を実施しました。
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春季総会──WEBを併用しました

宮部　千晶（61期）

令和３年５月28日午後６時より、令和３年度定時総
会が開催されました。緊急事態宣言発令中のため、春
の総会としては今回初めて、大阪弁護士会館２階と
WEBの併用で開催しました。
まずは、林幹事長の挨拶に始まり、中嶋勝規大阪弁
護士会副会長の近況報告、そして、前年度副会長の森
直也会員へ当会からお疲れ様の花束が贈呈されまし
た。続いて、昨年度活動報告、同会計報告、本年度活
動方針、推せん委員会細則改正が審議され、いずれも
満場一致で承認されました。
今回、WEB併用での開催ということで、推せん委
員の選出は、投票用紙だけでなく、グーグルフォーム
も利用して行いました。WEB参加やパソコン、スマ
ートフォンをお持ちの会場参加の会員には総会中にお
伝えしたアンケートフォームのURLから投票してい
ただきました。初めての試みで、どうなることかと不
安でしたが、無事集計することができ、推せん委員を
選定することができました。ご協力ありがとうござい
ました。
最後になりましたが、このような状況下で会場参加

21名、WEB参加25名と多くの会員に参加していただ
き、感謝しております。また、弁護士会役員・委員長
の会員、当会委員会委員長、ジュニア部代表幹事の会
員からもお忙しい中、ご挨拶いただき、ありがとうご
ざいました。早く皆様と直接お目にかかれる日が来る
といいですね。

中原圭介会員（65期）� 法律事務所A
ア ク ル
crew

中原先生ご独立祝い
法友倶楽部の皆様、中原先生が、この度所属してい
た事務所から独立し、吉田将樹先生と共に事務所を開
設されたとの連絡をうけたので、早速曾波（63期），
石坂（64期）が「法律事務所Acrew（アクル）」に行
ってきました。
事務所名は、弁護士と依頼者が同じ船に乗り目的地
を目指していく（a crew）との意味と、依頼者の気
持ちが「明ける」ようにとの願いを掛け合わせたもの
だとのことです。　　

中原先生と吉田先生は、大学時代の同級生であり、
その後も定期的に連絡を取る仲でした。中原先生が独
立を考えていたころに、吉田先生に声をかけたとこ
ろ、吉田先生も独立を考えていたということで、共同
で設立に踏み切ることとなりました。
事務所が入っているビルはとても綺麗で、内装もお
洒落な仕上げとなっています。
会議室は２室あり、１室はオーソドックスな内装の
中にも、壁紙に細かい模様が入っており、中原先生の
センスの良さがうかがえます。もう１室は、法律事務
所の相談室とは思えない雰囲気で、明るいカフェ仕様
の会議室となっています。
相談に来られた方を元気づけるようにと、事務所名
の由来と同様に、相談者の気持ちに配慮した作りとな
っています。
事務所が１つのチームとして弁護士・依頼者・事務
局も含めて皆を幸せにしていきたい、とお二人方から
熱い想いを話していただきました。

インタビュアー　曾波　重之（63期）

石坂　省悟（64期）

法友倶楽部行事報告 独立しました

本年度第一号となる、法友かわらばんをお送りします。目玉は、森
前副会長のインタビューです。誰も経験したことのない混乱の中で、会
の運営に奔走された様子をお話し頂きました。
本年度は、計３回の発行を予定しております。行事ごともままなら

ない状況ではありますが、できるだけリアルタイムに、読み応えのある
記事をお届けしてまいりますので、本年度もよろしくお願いいたしま
す。 （山田敬子）
今号が弁護士会や会派の現状や課題に関する情報発信に役立てば幸

いです。 （籔根壮一）
法友倶楽部内外で法友かわらばんの話が出ており、徐々に定着して

きていることを実感します。有意義な情報を提供できる会報誌にしてい
くよう尽力して参りますので、よろしくお願いいたします。 （石坂省悟）
リアル会議の代用としてのWEB会議ではなく、リアル会議に加えて

WEB会議となっていきそうです。広報の在り方も大きく変わるのでは
ないかと思います。
どんな時も良い方向へ仕組みや考え方を変えていくことが大事ですが、

法友の親交は変わらずに温めていきたいと願っています。 （田中章弘）

編集後記

吉
田
先
生（
左
）と
中
原
先
生（
右
）


